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催し等で特に記載がないものは「無料・申込み多数の場合は抽選・抽選の結果は当選者のみ通知」です。
詳しい情報を知りたい方は二次元コードをスマートフォンで読み取りHPをご覧ください。

お知らせ

　毎月第１日曜日は区民一斉清掃の日！
【日時】5/5（日・祝）7：00～
　　　（一部8：00～）
　　　時刻・場所等のくわしくは
　　　お住まいの町会へ

このはちゃん
クリーンアップ大作戦

フードドライブを実施します！

　次の日時でご家庭で余った食品の寄
付を受付します。
※回収品は福祉団体等に無償で譲渡します。
【日時】5/14（火）13：00～15：00
　　　毎月第2火曜日
【場所】区役所1階　多目的室
【回収の対象】
● 未開封のもの
● 賞味期限まで1か月以上あるもの
　（例：お米・お菓子・乾麺・インスタント
　　食品・缶詰・調味料など）
その他の対象品についてはHPをご覧く
ださい。
【問合】西北環境事業センター
　　　☎6477-1621

国民健康保険料決定通知書に
記載の保険料年額や
月額等の主な内容を点字文書
にして同封します

　ご希望の方は、問合にて電話でお申
し込みください。
【申込時にお聞きする事項】
●住所　●氏名　●生年月日
　一度お申し込みいただければ、毎年
のお申し込みは不要です。
　なお、転居等により世帯主の変更や
居住区の変更があった場合は、再度お
申し込みいただく必要があります。
【問合】窓口サービス課（保険）④番窓口
　　　☎6466-9956

　令和６年度（令和５年分所得）の課税
（所得）証明書は６/３（月）から発行でき
ます。なお、会社等にお勤めで個人市・
府民税の全額が給与から差し引き（特
別徴収）される方は５/20（月）から発行
できます。
〈ご注意〉
●コンビニエンスストアでの発行は６/３
（月）からです。
●会社等からの給与支払報告書の提出
や所得税または個人市・府民税の申告
がない場合などは発行できないことが
あり、３/16（土）以降に申告された場合
は発行時期が遅れることがあります。
【問合】弁天町市税事務所 管理担当
　　　☎4395-2948　I4395-2905

令和６年度 課税（所得）証明書
の発行開始について

税金
軽自動車税（種別割）の納期限
は５/31（金）です

　身体障がい者、知的障がい者および
精神障がい者等の方で軽自動車税（種
別割）の免除の申請をされる場合は、納
期限までに市税事務所で手続きを行っ
てください。
【問合】弁天町市税事務所
　　　市民税等グループ（軽自動車税担当）
　　　☎4395-2954
　　　I4395-2810

　国による医療保険制度改革の影響な
どにより、次のとおり改定されました。

令和６・７年度
後期高齢者医療制度の
保険料率改定について イベント

ローズフェスタ

　約千本のバラと梅香中学校吹奏楽部
による演奏を楽しめます。
【日時】5/12（日）9：00～12：00
　　　（受付は11：30まで）
　　　〈演奏時間〉10：00～10：30
　　　　　　　　11：00～11：30
　　　※雨天決行　※ペットの同伴は不可
【場所】住友電工（株）大阪製作所東工場
　　　（東島屋バス停前）
【問合】住友電工（株）大阪製作所
　　　☎6466-5651

● 被保険者均等割額：５７，１７２円
※世帯の所得が一定基準以下の場合、均等
割額が軽減されます。

● 所得割率：１１．７５％
※賦課のもととなる所得金額が58万円以下
の方は、軽減用の所得割率10.94%を適
用します。

● 保険料の年間限度額：８０万円
※生年月日が昭和24年3月31日以前また
は障害認定により資格取得した方は73万
円となります。
　ただし、令和６年度の保険料について
は、激変緩和措置があります。決定した
保険料額については、７月にお知らせし
ます。
【問合】窓口サービス課（保険）④番窓口
　　　☎6466-9956

源泉徴収義務者の方へ
令和６年分所得税の
定額減税説明会

　給与支払者の方向けの「令和６年分
所得税の定額減税」の説明会です。
【日時】5/9（木）・5/13（月）13：30～14：30
【場所】大阪福島納税協会（玉川2-5-22）
【定員】各40名（先着順）
【申込】開催前日までに国税庁LINEのメ

ニュー右下【説明会出席の申込】
にて

【問合】大阪福島税務署
　　　☎6448-1281

定額減税
特設サイトは
こちら

LINE登録は
こちら

令和６年度 個人市・府民税・
森林環境税の特別徴収税額
決定通知書を送付します

　５月中旬から事業主（会社等）を通じ
て、給与所得者（従業員等）の方に送付
します。

　なお、３/16（土）までに申告していな
い方には、７月以降に変更通知書を送付
する場合があります。
※令和６年度に限り定額減税の対象者は、令
和６年6月分は徴収せず定額減税後の税
額を、令和6年7月分から令和７年5月分の
11か月に分割して徴収します。
　定額減税については、大阪市HPをご
覧ください。
【問合】弁天町市税事務所
　　　市民税等グループ
　　　（個人市民税担当）
　　　☎4395-2953
　　　I4395-2810


